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亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和７年９月２５日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第３４号 

  

亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

  

亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成１７年亀山市規則第７８号） 

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分 

 を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加 

 える。 

改正後 改正前 

（印鑑の登録の確認） （印鑑の登録の確認） 

第３条 条例第４条第２項に規定する

規則で定める期限は、印鑑の登録に

関する照会書を送付した日の翌日か

ら起算して１５日を経過した日とす

る。 

第３条 条例第４条第２項に規定する

規則で定める期限は、印鑑登録照会

書・印鑑登録回答書を送付した日の

翌日から起算して１５日を経過した

日とする。 

２及び３ ［略］ ２及び３ ［略］ 

（申請書等の様式） （申請書等の様式） 

第６条 次の各号に掲げる印鑑の登録

等に係る様式は、当該各号に定める

第６条 次の各号に掲げる印鑑の登録

等に係る様式は、当該各号に定める
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ところによる。 ところによる。 

（１） 条例第３条に規定する印鑑

登録申請書 様式第１号 

（１） 条例第３条に規定する印鑑

登録申請書及び条例第６条第１項

に規定する印鑑登録原票 様式第

１号 

（２） 条例第４条第２項に規定す

る印鑑の登録に関する照会書 様

式第２号 

（２） 条例第４条第２項に規定す

る印鑑登録照会書・印鑑登録回答

書 様式第２号 

（３） 条例第６条第１項に規定す

る印鑑登録原票 様式第２号の２

及び様式第２号の３ 

［号を加える。］ 

（４） ［略］ （３） ［略］ 

（５） ［略］ （４） ［略］ 

（６） ［略］ （５） ［略］ 

（７） ［略］ （６） ［略］ 

（８） ［略］ （７） ［略］ 

（９） 条例第１３条第１項に規定 

する印鑑登録証明書 様式第８号、 

第８号の２及び第８号の３ 

（８） 条例第１３条第１項に規定

する印鑑登録証明書 様式第８号 

（１０） ［略］ （９） ［略］ 

（１１） ［略］ （１０） ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係）

亀山市長　　様

次のとおり印鑑の登録を申請します。

住　所

氏　名

生年月日

住　所

氏　名

生年月日

注意

１　登録する印鑑を持参して申請をしてください。

２　15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、登録することはできません。

３　代理人による申請の場合は、登録申請者が自ら署名した委任状の持参が必要です。

４　下記の場合は、即日印鑑登録することはできません。

　（１）　官公署の発行した個人番号カード等の写真付きの本人確認書類を提示できないとき。

　（２）　（１）の場合に、亀山市に印鑑登録をしている保証人を立てることができないとき。

　（３）　代理人による申請のとき。

【職員使用欄】

受　付 登　録 登録証

特別永住者証明書

回答書

本人確認区分（登録申請者）

個人番号カード

保証書

登録区分

３　代理人申請

運転免許証

在留カード

１　本人申請（即日）

２　本人申請（照会書）

代理人本人確認

個 ・ 免 ・ 在 ・ 特

その他
（　　　　　　　　　　　　）

【 印 鑑 登 録 申 請 書 】

代
理
人

登
録
申
請
者 年　　　　月　　　　日　　　　

申請年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　亀山市

年　　　　月　　　　日　　　　

代理人による申請の場合は、下欄も記入してください。

印 影





 様式第２号の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 様式第８号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 様式第８号の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 様式第１０号を削る。 

 様式第１１号を次のように改め、同様式を様式第１０号とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年９月２９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 


